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◆お問い合わせ　役場住民課住民福祉グループ　電話３３－２１１１（内線 46）

令和２年度固定資産税（償却資産）の申告について

　固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地や家屋以外の事業の用に供することができ

る資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算

上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。

　

■申告期限　令和２年１月 31日（金）

■提出先・お問い合わせ先　　役場総務課総務グループ　３３－２１１１（内線 35）

　法人や個人で事業を行っている償却資産の所有者は、毎年１月１日現在所有してい

る償却資産について申告をしてください。
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高齢者世帯等の居住している家屋を対象に、屋根の雪下ろし費用を助成します。

（納屋や車庫、空家は対象外です）

◆お問い合わせ　役場住民課住民福祉グループ　電話３３－２１１１（内線 46）

■ 対象者
　 秩父別町に住民票があり、次のいずれかに該当する世帯。（生活保護世帯を除く）
　　・65 歳以上の一人暮らし世帯、高齢者世帯

　　・身体障害者手帳 (1 級又は 2 級 ) を持つ方の収入により生活を維持している世帯等
　　※親族が行う場合は対象になりません。

■ 助成額

　・支払った額（消費税を含む）の２分の１【上限５千円】（１回の作業に対して）

　・１シーズンで同一家屋に対し２回まで助成可。
　・雪下ろし後の雪の始末は助成対象になりません。

■ 申請方法
      役場にある申請書に、作業前後の写真・領収書の写しを添付して
 　申請してください。

■ その他
　　屋根雪除雪の作業を受託することができるのは、事業者（建設
　業協会等）とします。個人に委託する場合は、作業者の氏名等を
　秩父別町に事前登録する必要があります。

屋根雪の除雪費用を助成します

【狩猟試験予備講習】

◆日時
　令和２年１月26日（日）９時～ 16 時 30 分
◆会場
　岩見沢市民会館まなみーる多目的室①②③
◆受講料（各受講料に消費税 10％がかかります） 
　・第１種、第２種 10,000 円（テキスト代込み） 
  ・わな 7,500 円 ・網 7,500 円 
　・第１種または第２種＋網またはわなを受講 
　　12,500 円
　・第１種＋網＋わなを受講 15,000 円
◆受付期間
　令和元年 12 月 24 日（火）～令和２年 1月 21 日（火）

【狩猟試験】

◆日時・会場　令和２年２月２日（日）９時～
             空知総合振興局

【お問い合わせ】
 空知猟政協議会 電話 /FAX 0126-24-1111

令和２年度 狩猟免許試験のお知らせ

９月から販売している
 「ちっぷ・プレミアム付商品券」
の使用期間は令和２年２月 29 日まで
です。
　まだご購入されていない方は、余
裕をもってご購入ください。

※申請書を無くした方は、下記まで
ご相談ください。

●お問い合わせ
　　役場産業課産業グループ
　　電話　３３－２１１１（内線 62）

使用期間：２月 29日まで
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